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ツマジロクサヨトウの発生状況（技術情報第４号）について（送付） 

 このことについて、下記のとおり取りまとめましたので、業務の参考に御活用ください。 

記 

令和２年（２０２０年）５月１９日及び５月２０日に県内の飼料用トウモロコシほ場

においてツマジロクサヨトウ幼虫の発生が確認されました。前年（７月８日）に比べて

幼虫の発生時期が早く、今後、特に生育初期の農作物への被害が大きくなることが想定

されます。生産ほ場を定期的に見回り、早期発見、早期防除に努めましょう。 

 

１ 発生状況 

令和２年（２０２０年）５月１９日及び５月２０日に県内の飼料用トウモロコシほ場

においてツマジロクサヨトウ幼虫の発生が確認された。県内での幼虫の初確認は、令和

元年度（２０１９年）が７月８日であり、前年より５０日早い確認である。 

本種は、南西諸島等の温暖な地域を除き、九州本土等では越冬は困難とされているが、

令和２年（２０２０年）１月、４月及び５月に合志市に設置したフェロモントラップに

おいて誘殺されている。 

今後、気温が高まり発育及び飛翔に適した気温となるため、農作物への被害が大きく

なることが想定される。 

 

２ 防除対策等 

本種によって被害を受ける恐れのある農作物（飼料用トウモロコシ、飼料用ソルガム、

スイートコーン、サトウキビ等）の生産ほ場では、定期的な見回りによる早期発見、発

生が確認された際の早期防除に努める。 

（１）早期発見 

本種の幼虫は、寄主植物の軟らかい葉を好んで食害する傾向にある。特に生育・定

植まもない時期は、農作物への被害が大きくなることが想定さるため、ほ場全体を定

期的に見回り、葉の食害痕等により幼虫の早期発見に努める（図１、２）。 

なお、ツマジロクサヨトウの幼虫を判断し難い場合は、病害虫防除所に相談する。 

（２）防除対策 

ア 現在、本種に登録のある農薬がないことから、本種の防除に必要な農薬の適用が行

われるまでの間、別添の農薬リスト（５月１日現在）を参考に、植物防疫法第 29条

第１項に基づく防除を実施する。 



イ 農薬散布に当たっては、新葉の葉鞘基部に潜り込んでいる幼虫に届くよう、株の上

部までしっかりと散布する。また、老齢幼虫や作物の内部に潜り込んでいる幼虫には

農薬の効果が低くなるので、本種の活動が活発になる早朝に、若齢幼虫や葉の表面に

いる幼虫に対して、農薬を散布する。 

ウ 農薬を使用する際は、必ずラベルなどで注意事項等を確認し、ミツバチや魚介類な

ど周辺動植物及び環境へ影響がないよう、飛散防止を徹底する。 
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図１ 飼料用トウモロコシの被害株 図２ ツマジロクサヨトウ幼虫 












